
（公共投資関係）

事　　　　　業　　　　　概　　　　　要 問　　題　　点

国 県 市町村

115,988,095 62,090,931
県・市町村

土木 道路
・工事規模が小である等の国道の新設又は改築
・指定区間以外の国道の維持・修繕
・都道府県道の建設・改築・維持・修繕

河川
・一級河川のうち指定区間の管理
・二級河川の管理

ダム

砂防 ・都道府県が行う砂防施設の建設、管理

都市計画
・都道府県が行う街路の建設、管理
・都道府県が行う都市公園の建設・管理

下水道 ・過疎地域下水道建設の代行

林務 林道
・林業の振興と森林の持つ多面的機能の確保、山村地域に
おける生活環境の整備のための林道の開設・改良・舗装

治山
・山腹崩壊地の復旧
・保安林の森林整備

造林
・森林の有する公益的機能の維持増進と森林資源の充実、
山村経済の活性化を図るための森林整備

農政 農道
・輸送の効率化、農作業の省力化、農産物の品質向上と農
村地域の生活環境の改善を図る農道の整備

農村整備

・中山間地域の農業生産基盤と農村生活環境基盤等の整
備
・農業生産基盤の整備と合わせて関連する農村生活環境
の整備

生産基盤
・農業用水の利用効率の向上と畑地帯の営農環境の改善
・区画形質の改善、用排水路、道路などの基盤整備

農地防災 ・農地、農業用施設を保全するための対策工事

道路に関する問題点

・（土木）補助事業の採択に当たっては、道路構造令で定める全国一律の基準に縛られてい
る。
・（土木）個性的な地域づくりを推進するため創設された地方道路整備臨時交付金である
が、交付金にもかかわらず、実態は箇所付けされるなどその取扱いは補助金とほとんど変
わりない。
・（土木）細事業ごとに補助金が配分されるため、真に地域が必要とする事業を機動的に実
施できない。
・（林務）コスト縮減のため、幅員を国の規格以下で作ろうとすると補助が受けられなくなる場
合がある。
・（農林）農道・林道は道路構造令に準じて林野庁・農林水産省が定める規格に縛られてい
る。
・（農政）幅員が小さく、交通量の少ない支線的な農道においても、国の基準による舗装厚が
必要となり、コストがかかり過ぎる。

河川・砂防に関する問題点

・河川修繕の採択基準が年々引き上げられる。
・出水等で砂防堰堤に溜まった石等を除去するための工事については、通常砂防事業のな
かで箇所付けされているため、必ずしも災害等に対応した効率よい運用ができない。

治山・造林に関する問題点

・国の事業配分が他県とのバランスの中で行われるため、本県で積極的に取り組んでいる
森林整備事業など、地域で必要とする事業への重点投資が進めにくい面がある。
・復旧治山の採択基準が7000万円以上と高額となっており、基準未満の崩壊地の復旧は補
助対象とならず、県費負担がかさんでいる。
・間伐の対象となる齢級（樹齢）が原則として50年生以下となっており、それ以上の森林の間
伐が補助対象から外れている。（治山事業）
・造林に係る国の事業メニューが、森林の区分（水土保全林、共生林、資源循環林）ごとに
導入できる事業が違ったり、補助対象となる施業が事業によって違うなど、制度が複雑で森
林所有者（事業主体）に理解されにくい。
・ＮＰＯが事業主体となる場合、森林所有者から長期の経営委託を受け、30ｈａ以上のまとま
りを有する森林施業計画の認定を受けることが条件となり、意欲あるＮＰＯの参入を妨げて
いる。

農村整備・生産基盤・農地防災に関する問題点

・中山間総合整備事業は、2以上の事業の組合せが必要であるという制約がある。

公共事業全体について

・これらの問題点の解決として、補助金の一般財源化が必要であるが、その前段として、事
業の整理統合と地域において箇所付けができる統合補助金制度の拡充も考えられる。

事　　　業　　　名
（国庫補助・負担金名）

　Ｈ１５県予算額

うち国庫補
助・負担金

内　　　容
負　　担　　区　　分

実施主体

地方自治体の責任及び財源で行う事業
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